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医療分野の研究開発等の推進にあたり、研究成果を実用化につなげること、実用化に向
けた支援と体制構築が重要な課題。このため10の基本方針をもとに以下の施策を推進する。
・ＡＭＥＤにおいてプログラムディレクターのもとに一元的かつ一貫したプロジェクト

マネジメント、データベースの構築、国際戦略、産学連携等を推進
・９つの統合プロジェクト（５つの横断型、４つの疾患領域対応型）を推進
2014年度から2019年度（2020年３月）までを対象期間とする。

○基礎研究成果を実用化
につなぐ体制の構築
（日本医療研究開発大賞）

○再生医療等の世界最先
端の医療の実現に向け
た取組

○公正な研究を行う仕組
みの整備

等

①医療に関する研究開発
のマネジメント
（データベースの構築）

②臨床研究及び治験デー
タマネジメント

③実用化へ向けた支援
④研究開発の基盤整備に
対する支援

⑤国際戦略の推進
⑥産学連携等の取組支援

（横断型）
①医薬品創出
②医療機器開発
③革新的医療技術創出拠点
④再生医療
⑤ゲノム医療
（疾患領域対応型）
⑥がん
⑦脳とこころ
⑧新興・再興感染症
⑨難病

倫理社会
との協働

①基礎的
な研究

②臨床へ
の橋渡し

③医療現場
での利用④効果の評価

と新たな課
題設定

基礎研究と臨床現場
の間の循環を構築

10の基本方針
ＡＭＥＤが果たすべき
機能

９つの
統合プロジェクト

第１期 医療分野研究開発推進計画の概要
（平成26年７月22日健康・医療戦略推進本部決定、平成29年２月17日一部変更）

健康・医療戦略推進法（平成26年法律第48号）に基づき、健康・医療戦略推進本部が健康・医療戦略に即して医療分野の
研究開発等の推進を図るため、健康・医療戦略推進本部にて決定。


